
 

Ⅰ 計画構成の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 計画の対象範囲 

 ① 次世代育成推進行動計画と子ども・子育て支援事業計画との関係 

 

 次世代育成推進行動計画 子ども・子育て支援事業計画 

準拠法 次世代育成支援対策推進法 子ども・子育て支援法 

策定義務 無=任意【８条１項】 有=義務付け【61 条１項】 

内容 市民や企業などと一体となって今後取り

組むべき子育て支援施策の方向性や目標

を定める計画【８条２項】 

「教育・保育及び地域子育て支援事業」

（法定事業）の量の見込みを算出し、そ

の確保を目的とするもので、年度ごとに

数値を示す計画【61 条２項】 
 

 ② 次世代育成推進行動計画と母子保健計画との関係 
 

次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画及び都道府県行動計画については、母子保健に

関する事項も盛り込むこととされていることから、これらの計画と母子保健計画を一体的に策定し

ても差し支えない。（母子保健計画について(平成 26 年 6 月 17 日雇児発 0617 第 1 号厚生労働省雇用均等・児

童家庭局長通知)） 

 

③ 市方針 

三計画とも含んだ計画【前期計画１頁】 

 

 

 

 

２ 考え方の背景 

① 次世代育成支援対策推進法の目的 
  

 子育ち ＞ 子育て 

  

  

     
 

② 子ども・子育て支援法の目的 
 

 子育ち ＞ 子育て 

  

  

 

③ 子ども・子育て支援事業計画の準拠法 

   

   子ども・子育て支援事業計画        子ども・子育て支援法 

   次世代育成推進行動計画          次世代育成支援対策推進法 

 

④ 計画構成の基本 

 

  

  

 

 次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担

う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資すること

を目的とする。（次世代育成支援対策推進法第１条(目的)） 

「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもを育成し、又は

育成しようとする家庭に対する支援その他の次代の社会を担う子ども

が健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のための国若しくは地

方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取

組をいう。（次世代育成支援対策推進法第２条(定義)） 

 (１) 子どもの視点 

我が国は、児童の権利に関する条約の締約国としても、子どもにかかわ

る種々の権利が擁護されるように施策を推進することが要請されてい

る。このような中で、子育て支援サービス等により影響を受けるのは多

くは子ども自身であることから、次世代育成支援対策の推進において

は、子どもの幸せを第一に考え、子どもの利益が最大限に尊重されるよ

う配慮することが必要であり、特に、子育ては男女が協力して行うべき

ものとの視点に立った取組が重要である（第１期次世代育成対策推進法

に基づく行動計画策定指針－策定にあたっての基本的視点)） 

 子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、もって一人一

人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与するこ

とを目的とする（子ども・子育て支援法１条(目的)） 

 法の目的を達成するため、「子どもの最善の利益」が実現される社会を

目指すとの考えを基本に、子どもの視点に立ち、子どもの生存と発達が

保障されるよう、良質かつ適切な内容及び水準のものとすることが必要

である（第１期基本指針(第一 子ども・子育て支援の意義に関する事項)） 

 １ 子育ち 

 ２ 子育て 

資料 １ 



 

Ⅱ 計画の骨子案 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪前期計画≫ 

第１章 計画の策定にあたって 

１ 策定の背景・趣旨 

２ 計画の位置づけ 

３ 計画の期間 

４ 計画の対象 

 

 

 

第２章 逗子の子ども・子育ての姿 

１ 自然に囲まれた住宅都市での地域の子育て 

２ 少子化、晩婚化、晩産化の中で世帯は小規模化しながら増加の傾向 

３ 保育所の待機児童と教育・保育施設の定員等 

４ 逗子市の子育て世帯における保護者の就労状況等 

 

第 3 章 逗子市の子育て支援施策の現状と課題 

１ 幼稚園、保育所等の現状 

２ 子育て支援施策の現状 

３ 逗子市の子育て支援施策の課題 

 

第４章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

２ 基本的な考え方（施策の視点） 

３ 計画の基本目標 

 

 

第５章 基本目標における施策の方向と取組み 

基本目標１ 教育・保育の量の確保と質の向上をめざします 

基本目標２ 子育て情報の発信と、地域とのつながりをめざします 

基本目標３ 安心して子どもを産み育てられるまちをめざします 

基本目標４ 支援が必要な子どもとその家族へのサポートを充実します 

基本目標５ 仕事と子育ての両立しやすい環境の充実をめざします 

 

 

 

第 6 章 子ども・子育て支援制度の推進 

１ 「子ども・子育て支援制度」のポイント 

２ 子ども・子育て支援制度に基づく事業体系 

３ 保育の必要性の認定 

 

第 7 章 子ども・子育て支援施策における量の見込みと確保方策 

１ 教育・保育提供区域の設定 

２ 幼児期の教育・保育 

３ 地域子ども・子育て支援事業 

 

第８章 計画の進行管理 

１ 計画の推進体制 

２ 計画の進行管理 

 

 

 

 

 

 ≪今期計画骨子案≫ 

第１章 計画の概要 

１ 計画策定の目的 

２ 計画策定の背景 

３ 法令等の根拠 

４ 計画の位置づけ 

５ 計画の策定体制 

６ 計画期間 

 

第２章 子どもを取り巻く状況 

１ 少子化の進行 

２ 少子化の要因 

３ 核家族化の進行 

４ 女性の社会進出 

５ その他調査結果 等 

６ 子どもと子育て家庭を取り巻く現状と課題 

 

 

 

 

第３章 計画の基本的方向 

１ 基本理念 

２ 基本目標 

３ とくに取り組むべき課題-重点課題 

４ 施策の体系 

 

第４章 施策の展開 

１ 基本姿勢 

２ 子どもの権利や安全の確保    基本目標１ 

３ 子どもの社会的成長の促進    基本目標２ 

４ 子どもの教育環境の充実     基本目標３ 

５ 安心出産と親子の健康      基本目標４ 

６ 子育て家庭への支援       基本目標５ 

７ 男女が協力する子育て社会の実現 基本目標６ 

 

第５章 子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保策 

１ 記載事項 

２ 教育・保育事業及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みの考え方 

３ 幼児期の教育・保育事業の量の見込みと確保方 

４ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 

 

 

第６章 計画の円滑な運営 

１ 基本姿勢  

２ 地域支援協力体制の構築 基本目標７ 

 ① 福祉のまちづくりの推進       ② 地域支援協力体制の整備 

３ 計画の着実な実行    基本目標８ 

 ① 情報提供・相談体制の整備      ② サービス供給体制の整備 

４ 計画実施状況の把握   基本目標９ 

 ① 庁内推進体制の確保         ② 市民等による点検 

 ③ 関係機関との協議          ④ 他自治体・県・国との連携 

 

 

 


